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建築工事積算基準 新旧対照表 

2 

改定 現行 

（積算基準） 

第４ 庁舎、学校等の新築工事、増改築工事及び改修工事（以下「公共建築工事」という。）の積算基準につい

ては，「公共建築工事積算基準」（官庁営繕関係統一基準）を準用する。 

２ 公共住宅の新築工事、増改築工事、改修工事        （以下「公共住宅建設工事」という。）の積

算基準については、「公共住宅建築工事積算基準」、「公共住宅電気設備工事積算基準」及び「公共住宅機械設

備工事積算基準」（                 公共住宅事業者等連絡協議会編集）（以下「公共住

宅建設工事積算基準」という。）を準用する。 

３ 前２項の規定において、別に定める場合はこの限りではない。 

 

 

（共通費） 

第７ 共通費は、次の各項について算定するものとし、公共建築工事の算定については「公共建築工事共通費

積算基準」、公共住宅建設工事の算定については「公共住宅建設工事積算基準」の定めによる。 

（１）共通仮設費 

共通仮設費は、各工事種目に共通の仮設に要する費用とする。 

（２）現場管理費 

現場管理費は、工事施工に当たり、工事現場を管理運営するために必要な費用で、共通仮設費以外の

費用とする。 

（３）一般管理費等 

一般管理費等は、工事施工に当たる受注者の継続運営に必要な費用で、一般管理費と付加利益等から

なる。 

２ 前項の規定において、別に定める場合はこの限りではない。 

 

 

附 則 

この基準は、令和６年４月１日から適用する。 

 

 

（積算基準） 

第４ 庁舎、学校等の新築工事、増改築工事及び改修工事（以下「公共建築工事」という。）の積算基準につい

ては，「公共建築工事積算基準」（官庁営繕関係統一基準）を準用する。 

２ 公共住宅の新築工事、増改築工事、改修工事及び屋外整備工事（以下「公共住宅建設工事」という。）の積

算基準については、「公共住宅建築工事積算基準」、「公共住宅電気設備工事積算基準」及び「公共住宅機械設

備工事積算基準」（国土交通省住宅局住宅総合整備課監修、公共住宅事業者等連絡協議会編集）（以下「公共

住宅建設工事積算基準」という。）を準用する。 

３ 前２項の規定において、別に定める場合はこの限りではない。 

 

 

（共通費） 

第７ 共通費は、次の各項について算定するものとし、公共建築工事の算定については「公共建築工事共通費

積算基準」、公共住宅建設工事の算定については「公共住宅建設工事積算基準」の定めによる。 

（１）共通仮設費 

共通仮設費は、各工事種目に共通の仮設に要する費用とする。 

（２）現場管理費 

現場管理費は、工事施工に当たり、工事現場を管理運営するために必要な費用で、共通仮設費以外の

費用とする。 

（３）一般管理費等 

一般管理費等は、工事施工に当たる受注者の継続運営に必要な費用で、一般管理費と付加利益等から

なる。 

 

 

 

附 則 

この基準は、令和２年４月１日から適用する。 

 

 

 


